
（表 面） 

様式第３号(第９条関係) 

井原市高等職業訓練促進給付金等修学報告書 

 

年   月   日 

井 原 市 長   殿 

                  （受給者）住所 

                       氏名 

 

 訓練促進給付金に係る修学状況等について、井原市高等職業訓練促進給付金等支給要綱第９条第１項及び

第２項の規定により次のとおり報告します。 

 

修業状況 対象月：    年    月の修業状況は以下のとおりです。 

① 出席日数について 

 出席すべき日数：    日 実際に出席した日数：    日 

 通信教育の場合は、具体的な内容を具体的にご記入ください。 

 （                                   ） 

② 履修状況について 

 □全授業に出席した 

 □授業を欠席した（理由：                        ） 

 □休学した（期間（予定含）：    年  月  日 ～    年  月  日） 

 □所定の課題を終え修了した（修了日：   年  月  日） 

 □修業を取り止めた（取り止めた日：    年  月  日） 

 □その他（                       ） 

世帯状況 児童の養育状況や同居者数の変更等の有無 

 □前回状況報告（または支給申請時）から変更ない 

 □前回状況報告（または支給申請時）から変更がある 

  内容： 

住所（居所） 住所（または居所）の変更等の有無 

 □前回状況報告（または支給申請時）から変更ない 

 □前回状況報告（または支給申請時）から変更がある 

  異動（予定）日：   年  月  日 

  異動後の住所（居所）：                     

  連絡先：     －     －       

その他 今後、下記の予定がある 

□婚姻     □市外転出（予定日：    年   月   日） 

□退学（修業を取りやめる） 

添付書類 □在籍（在学）証明書  ※４月、７月、１０月及び１月報告書に添付 

□その他（                       ） 



（裏 面） 

（注意） 

１ 訓練促進給付金の支給を受けている期間中は、翌月１０日までにこの報告書を提出すること。提出が無

い場合は支給を停止します。 

２ 婚姻、住所変更、修業取り止め等により支給要件に該当しなくなったときは、「井原市高等職業訓練促進

給付金等受給資格喪失届（様式第４号）」を、課税の状況に変更があるとき及び世帯を構成する者に異動が

あるときは、「井原市高等職業訓練促進給付金等変更届（様式第５号）」を１４日以内に届け出ること。 

３ 月の初日から末日までの間１日も養成機関に出席しなかった場合又はカリキュラムの履修を行わなか

った場合（夏季休暇等年間学習カリキュラムに組み込まれているものを除く。）は、その月は訓練促進給付

金を支給しません。 

 


